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令和２年第３回天城町議会定例会議事日程（第４号） 

令和２年９月11日（金曜日）午前10時開議 

 

      開議 

○日程第１ 議案第８６号 令和元年度天城町一般会計歳入歳出決算

の認定について 

町長提出

○日程第２ 議案第８７号 令和元年度天城町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

町長提出

○日程第３ 議案第８８号 令和元年度天城町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

町長提出

○日程第４ 議案第８９号 令和元年度天城町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算の認定について 

町長提出

○日程第５ 議案第９０号 令和元年度天城町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

町長提出

      散会   
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△ 開議 午前１０時００分 

 

○議長（武田 正光議員）   

 おはようございます。開会前に先般、久田議員の一般質問の中で、インフルエン

ザ関連の質疑があって、その中で確実な答弁を保留した、今日その補足説明をした

いということで申し出がありますので、これを許可します。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 おはようございます。先般、久田議員の質疑のインフルエンザのワクチンについ

ての内容のやり取りがございました。９月７日付で厚労省のほうから、今シーズン

のインフルエンザワクチンの優先的な接種対象者への呼びかけの実施等に関する検

討状況についてということで、情報提供がございましたのでご報告申し上げます。 

 ８月の２６日に厚生科学審議会感染症部会及び予防接種ワクチン部会予防接種基

本方針部会、合同部会というものなんですが、の中で、今シーズンインフルエンザ

ワクチンについての協議がなされております。その中で、まず今シーズンのワクチ

ンについては、１２％去年より増量して供給するという前提の中で検討が進められ

たところですが、報道等にあるとおり、各自治体のほうでインフルエンザワクチン

の無償化等が進んでいると、その中でいろんなことが想定されるということで検討

がなされております。その中で、６５歳以上の高齢者また医療従事者、あと基礎疾

患を持っている方、妊婦さんあと乳幼児等については、優先的な接種、接種の呼び

かけの実施が必要じゃないかということが検討されております。 

 もう１点、先ほど申し上げました自治体による接種の無償化等によって、地域、

例えばどこかの県が完全に無償化したというところで、供給体制に混乱が生じるん

じゃないかという、この２点について検討がなされております。 

 昨日、９月１０日、最終の議論が行われて、そこで取りまとめたことが周知され

るということで通知がきております。徳之島においても、先般申し上げたとおり、

３町において、高３まで助成を広げるというところが決定されております。これに

つきましては、医療機関も了解の上での助成の拡充です。恐らく各医療機関も、今

年度のワクチンの購入量を増やすということで動いていただいていると思います。 

 また、厚労省のほうで供給体制の混乱を避けるための何らかの手立ても昨日申し

合わせできていると思いますので、今後また厚労省の通知等、しっかり受け止めな

がら、島民の皆さんが希望する皆さんが、確実に接種できるような体制を頑張って

取っていきたいと考えているところです。 

 以上、報告でした。 

○議長（武田 正光議員）   
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 それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 

△ 日程第１ 議案第８６号 令和元年度天城町一般会計歳入歳出決算の認定について 

△ 日程第２ 議案第８７号 令和元年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について   

△ 日程第３ 議案第８８号 令和元年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について   

△ 日程第４ 議案第８９号 令和元年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について   

△ 日程第５ 議案第９０号 令和元年度天城町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について   

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１、議案第８６号、令和元年度天城町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第２、議案第８７号、令和元年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、日程第３、議案第８８号、令和元年度天城町介護保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第４、議案第８９号、令和元年度天城

町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第

９０号、令和元年度天城町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以

上５件を一括議題とします。 

 この５件の議案について、提案理由の説明を求めます。自席からで結構です。 

○町長（森田 弘光君）   

 皆さん、おはようございます。それでは、決算の認定について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 議案第８６号、令和元年度天城町一般会計歳入歳出決算についてご説明申し上げ

ます。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでござい

ます。 

 令和元年度歳入総額は６４億４千５９０万６千円、歳出総額が６１億８千

７７７万９千円で、歳入歳出差引額は２億５千８１２万７千円となっております。

うち翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費へ１千６４７万９千円で、実質収

支額は２億４千１６４万８千円となっております。実質収支から前年度実質収支を

差引いた単年度収支は６６０万９千円の赤字で、単年度収支から基金増減を差引い
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た実質単年度収支は９千７５２万８千円の黒字となっています。 

 歳入決算につきましては、前年度比０．１％増の６４億４千５９０万６千円とな

っております。その主なものは、町税４億３千７８７万７千円、地方消費税交付金

９千８９３万円、地方交付税３０億１千３２７万６千円、分担金及び負担金５千

６３７万２千円、使用料及び手数料１億２５６万５千円、国庫支出金７億４千

４３０万８千円、県支出金４億２千６１５万５千円、町債６億１９７万３千円など

でございます。 

 歳出決算につきましては、前年度比０．４％増の６１億８千７７７万９千円とな

っています。目的別では、議会費９千１９万８千円、総務費１４億６千５０８万

５千円、民生費１０億５千９６６万９千円、衛生費３億５千８１８万７千円、農林

水産業費６億３千３６６万９千円、商工費２億１千４７万９千円、土木費６億８千

９３７万３千円、消防費１億９千２４５万５千円、教育費５億２千２５８万６千円、

災害復旧費１億３千５５２万２千円、公債費８億３千５５万５千円でございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第８７号、令和元年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算についてご説明いたします。 

 地方自治法２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでございます。 

 令和元年度歳入総額は１０億３千２６６万８千円、歳出総額が９億７千４４２万

７千円で、歳入歳出差引額は５千８２４万１千円となっております。 

 歳入の主なものは国民健康保険税１億２６９万７千円、県支出金７億５千５１万

円、繰入金１億３千８３１万３千円、繰越金３千９１９万３千円などでございます。 

 歳出の主なものは、総務費６４６万７千円、保険給付費７億３千２７１万２千円、

国民健康保険事業費納付金１億９千５５０万３千円、保健事業費１千５２７万３千

円、基金積立金１千８８２万円、諸支出金５６１万５千円などでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第８８号、令和元年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算についてご説明申し上げます。 

 地方自治法２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでございま

す。 

 令和元年度歳入総額は９億９１６万１千円、歳出総額が８億７千５２６万４千円

で、歳入歳出差引額は３千３８９万７千円となっております。 

 歳入の主なものは、介護保険料１億２千５８８万２千円、支払基金交付金２億

１千２１５万３千円、国庫支出金２億５千１４５万７千円、県支出金１億２千

９１２万円、繰入１億３千４５２万７千円、繰越金５千５０８万７千円などでござ
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います。 

 歳出の主なものは、総務費５千２５０万１千円、保険給付費７億８千３６８万

９千円、地域支援事業費１千８２１万８千円などでございます。以上、ご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 議案第８９号、令和元年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につ

いてご説明申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第３項に規定に基づき、議会の認定を求めるものでござい

ます。 

 令和元年度歳入総額は７千２５２万４千円、歳出総額が７千６４万６千円で、歳

入歳出差引額は１８７万８千円となっております。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料３千５１５万３千円、繰入金３千

３３７万７千円、繰越金２２３万４千円などでございます。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金６千７２１万３千円、諸支出

金２１８万１千円などでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 議案第９０号、令和元年度天城町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の確認につ

いてご説明申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、議会の認定を求めるものでござい

ます。 

 令和元年度歳入総額は３億３千９１２万２千円、歳出総額が３億３千６５０万

６千円で、歳入歳出差引額は２６１万６千円となっております。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料８千９１７万７千円、国庫支出金８千

５００万円、繰入金５千４５６万円、町債１億４００万円などでございます。 

 歳出の主なものは、簡易水道事業費２億８千６４４万２千円、公債費５千３万円

などでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これから質疑を行いますが、所管外のみの質疑をお願いしたいと思います。それ

ぞれ委員会に事業ごとの決算は付託をするわけでございますので、所管外のみの質

疑をお願いいたします。また、質疑をされる場合は、付託会計名とページ数も述べ

てから質疑をしていただきたいと思います。それでは、ただいまから質疑を行いま

す。 

○３番（吉村 元光議員）   
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 議長にお尋ねします。総務文教厚生の中身なんですけれども、今日を除いて町長

のほうに、その内容をお尋ねする機会がございませんので、具体的な内容につきま

しては、委員会のほうで質問させていただきますけれども、お許しいただけません

でしょうか。 

○議長（武田 正光議員）   

 はいはい。 

○３番（吉村 元光議員）   

 そしたらまず、一般会計予算の決算の７ページです。 

 固定資産税について、そして、１２ページのＡＹＴ使用料についての２つでござ

います。 

 まず、７ページの固定資産税でございますけれども、毎年現年度分の滞納がござ

います。そしてまた、滞納繰越分につきまして、不納欠損が大きな額が上っている

わけなんですけれども、固定資産税につきましては、資産があるからこういう税が

上ってくるわけなんですけれども、それが毎年不納欠損で上ってくる、収納率が一

向に改善しないということで、過去歴代の町長さんは、滞納処分をしなさい、滞納

処分等をどんどんしなさいと、こういう話も聞いたこともございます。 

 関連しますので、次にＡＹＴの件でございますけれども、こちらにつきましては、

現年度分が９９万、１２ページなんですけども３千円の滞納がございます。これは、

加入者の約５％ぐらいの家庭に当たっていると思います。これがこういうふうに未

納となっておりまして、こちらのほうも不納欠損処分が滞納繰越分におきまして

２４０万上るようになっております。その徴収につきまして、少し方法が甘いんじ

ゃないかなと私は思います。 

 例えばＡＹＴであれば、もう止めるとかそういうことをしないと、５％の人が払

わない、どんどん不納欠損はする、見ているから現年度分のこういう使用料が出て

くるわけなんですよね。固定資産税も同じです。 

 そういったやり方を町長として見直すとか、少し厳しいこういったことにしてい

かないと、悪い方向にだけなっていくような気がします。委員会で申し出も、昨年

も行いました。これ見ますと、一向に大きな改善はしているとはちょっと見えませ

んので、ひとつそこらあたりを取組方を真剣にもっとしてほしいと思うんですが、

委員会のほうで課長に聞いても理由がこうこうということでして、一向に聞いてい

たら、一生懸命やっているというような感じは、私なんか聞いたら思えないんです

が、そこらあたりは努力が必要じゃないんでしょうか、お願いします。 

○議長（武田 正光議員）   

 それではまず、岸課長、固定資産税について。 
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○くらしと税務課長（岸 恭聖君）   

 お答えをいたします。 

 固定資産税の件ですが、おっしゃるとおり不納欠損を毎年出しております。不納

欠損というのは、過年度分の今まで５年以前の分というふうに理解をしております

が、これが一向に減らないということであります。これはちょっと言い訳になって

しまうんですが、過去からのつながりですね。 

 あとなぜ過年度分が増えて、現年分が増えるから、現年度分が徴収できないから

過年度に回っていくという理屈はあるんですが、いろいろ考えてみたんですけども、

固定資産税がたまるということは、町民の方、大きなおうちとかコンクリのおうち

を建てた方がいらっしゃるとします。この方は、年をとられると収入が減ります。

だけども、固定資産税につきましては、減額というのがありません。どうしてもそ

の分の支払いがとどこおってしまうという形はあると思います。 

 私たちはどうするかということで、そこの固定資産税について、過年度分の方、

死亡者にも課税はされております。死亡した方に、どうしてかというと相続はされ

ていないと、相続人がはっきりしないと、そういったことがあります。 

 その中で、今年からなんですが、取組としては、死亡者課税の解消に向けて、戸

籍謄本を取り寄せたりして、そういった専従の方を１人置いております。歩みはの

ろいんですが、何とかそういったことで滞納分の解消が図れないかといったことの

努力はしております。 

 以上です。 

○議長（武田 正光議員）   

 続いて、ＡＹＴ使用料について。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 ＡＹＴの業務のほうが４月より、企画課のほうから総務課のほうに移管になって

おります。ご指摘のように２４４万１千円の不納欠損が出ております。６７名、

１千１７件でありますが、３月にＡＹＴ職員と総務課の職員合同で、個別徴収を行

ったところであります。また引き続き、全職員による全庁体制の徴収など、先ほど

議員がご指摘のあったことも含めて、徴収強化を今年度図っていきたいと考えてお

ります。 

○町長（森田 弘光君）   

 税収について、少し私の考え方というものを議員からお尋ねもありますので、ち

ょっと申し述べさせていただきたいと思います。 

 今、天城町でいろんな行政課題がたくさんあるかと私は思っております。その中

で、５つ上げろといえば、その中で税収、いわゆる一般財源の確保という中で、税
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収、それから、使用料分担金等の収納というのは、この天城町の行政課題たくさん

ある中で、私は常に５本の指の中に入る、そのような大きな課題だというふうに、

まず認識をしております。 

 そういう中で、今質問の税収、それから使用料分担金の課題があるわけでありま

すが、これまでやはり債権の差押さえ、預貯金調査そういったものまで踏み込んで

やってきております。そういう中で、今税収としましては、監査意見書の中にも示

されると思っていますが、ようやく令和元年度の実績として９０％を超えるという

ことになりました。これまで７０％台という時代があります。そして８０％に乗り

まして、やっと９０％台に入っていきました。 

 その中でいろんな不納欠損とかいろんな業務があったわけですけれども、不納欠

損しているから上がってくるんだ当然だとか、いろんな意見のやり取りもあります

が、そういうことの中で私たちは、しっかりとこの税収使用料分担金のしっかりと

した確保というものは、大きな課題であるという中で、今捉えてきているというこ

とだけは、報告しておきたいと思います。 

 そして、今、県の平均が９３％超えていますので、やっと９０％にのりました。

これを何とかして９３％台まで持って行こうというのが、今私たち役場の共通した

目標だというふうに考えております。 

 ただ、いろんな定期的に対策会議を開いておりますが、その中で、やっぱりそれ

ぞれの分野において、温度の差があるというのは、私もまた否めないと思っており

ます。そこら辺については、しっかりとその温度をしっかりと高くして、税務課そ

れからいろんな使用料分担金等のところ所管する課もありますけども、そこをしっ

かりとして、取り組んでいきたいというのが、今私たちの基本的な考えで取組んで

おりますので、議員のほうからいろんなこういう提案、そういったものについては、

しっかりと私たち受けながら努力していきたいというところでございます。 

○３番（吉村 元光議員）   

 職員が努力することに対して、トップのほうの町長としても差押さえ処分等をす

る、一生懸命努力している職員を、本当に勤務評価を上げていただきたいと思いま

す。そうすることが、一生懸命頑張ろう、自分たちも何をしても何も評価されるも

のがないと思って、税の担当の仕事をしているというのは違うと思いますので、町

長のほうも方針、そこらあたりの姿勢をきちんとした形でとって、今後対応してい

くことを希望します。 

○町長（森田 弘光君）   

 なかなか議会の中でこういったお話をすること機会もないですけど、私はいろん

な職員全体に話していることは１点だけあるんです。これは、たびたび話している
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んですけど、税収、使用料分担金について、職員の努力というのは、当然、少し率

が上ってきたことに対しては努力しているんだろうということは１つあります。 

 ただ、納税する方々、農家の皆さん方が、僕は職員みんなに言っているのは、や

はりそこには、ある意味の役場と納税する皆さん方は、少しずつであるんですけど、

私は信頼関係が構築されてきつつあるんじゃないかなと思っております。少し甘い

んじゃないか、森田町長と言われるかも分かりませんけど、やはり働いて、汗水流

して収入を得た、そこから税として納める、そしてその納めた税が、しっかりと役

場の職員が、公共の目的、公共の福祉の目的、そういった公共の目的に使われてい

るんだということ。 

 かつてよくいろんな町民から電話がありました。言葉適格かどうか分かりません

けど、職員がぶらぶらしているとか、そういったことなどもあったんです。最近は

こういった電話もないんですけど、そういう人たちには、私たちの税金は納めたく

ないんだという、何かそういった気持ちが生じないように、やっぱり私たち職員と

町民の皆さん方が信頼関係を構築していこうではないかということを、これはいわ

ゆる税とか使用料分担金の担当している課ではなくて、全職員に、そのような形で

町民に信頼される職員になろう、そうすることによって、ある意味、税収等は上が

ってくると、私は常々話しております。 

○４番（奥 好生議員）   

 私のほうから決算書について、ちょっと要望というか改善をしていただきたいと

ころがございますので、お願いします。 

 先ほど町長のほうからも、地方自治法第２３３条の３項の規定に基づいて、議会

の認定に付しますということでありました。その２３３条の５項に、「地方公共団

体の長は、第３項の規定により、決算を議会の認定に付すに当たっては、当該決算

に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類、その他政令で定める書

類を併せて提出しなければならない」となっています。そういうことで、この決算

書の後ろのほうについています施策の成果について、ちょっと要望したいと思いま

す。この成果というのは、非常に大事な書類だと思っています。 

 まず１点目、他の自治体においては、議会事務局の事業の成果も記載をされてい

るようでございます。例えば、議会だよりの発行部数、本会議、委員会の傍聴者数、

定例会の回数、延べ日数、委員会の延べ日数、全員協議会の回数などが記載をされ

ております。 

 ２点目、総務課の事業の成果には、やっぱり役場の行政事務で一番中心となるべ

き行政係の事業の成果を載せていただきたいと思います。例えば職員研修の内容や

回数、参加人数、また職員採用試験の日時、採用人数など、その他にもいろいろあ
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ると思います。 

 ３点目、教育委員会総務課の内容でございますが、事業の成果が少し物足りない

ような気がします。 

 １点目、教育委員会の開催日数、日時、育英奨学基金選考委員会の開催回数、開

催しなかった理由など。 

 ３点目、主な事業や新規事業の実績と成果が載っていないように感じます。例え

ば、木のあふれるまちづくり事業設置委託の内容、成果、学校施設整備費のエアコ

ン購入の学校ごとの実績、成果、中学校島外競技大会出場補助の実績、場所、人数

等などを記載すべき、こういった事業を、今後検討していただきたいと思います。 

 次は、４点目、社会教育課の実績成果について、ページ２０２ページ。 

 その中に、子供会育成会会長研修会というのが１回、２回、３回、４回とありま

す。２回目、３回目の主な内容を見てみますと、ちょっと読み上げますよ、「大島

地区子連総会研修会徳之島会場の報告と大島地区ジュニアリーダー研修会３町リー

ダーキャンプ研修会水生生物観察会の開催に当たり、参加者の募集を依頼した」そ

ういった研修会していますね。「３回目の研修会、３町リーダーキャンプ研修会に

ついての報告を行い、延期となっていた天城町情報モラル講演会への参加募集を行

った。また、ジュニアフェスタ、ふれあい読書フェスタについての説明をして、育

成会長へ運営スタッフとしての協力依頼を行った」これが育成会長の研修会と、果

たしていえるもんですか。ほとんど連絡会で終わっているような気がするんです。

やはり、研修会というのは、現在は子供いわゆる少子化ですよね、そういったとき

の子供会をどういうふうな活動すればいいかどうか、そういった実際の研修をする

のが研修会であって、いろんな行事へのお願いをするだけの研修会ではどうかなと

思いますので、ここのあたりをちょっと、来年あたりから検討していただきたいと

思います。 

 それから、あと最後に、２１６ページ、Ｂ＆Ｇ海洋センターの実績、成果。真ん

中に艇庫、利用者数あります。この成果の内容、最後のところ、マリンジェットを

使ったアクティビティも人気、何か忘れていないですか。昨年、非常に議会でも問

題になったことがありましたですよね。そういったことを素直に反省点として載せ

るのが、事業の成果ではないかと思うんですけど。昔から教育委員会というところ

は、ちょっと失礼かも分かりませんけど、閉鎖的、悪いところは表に出さないとい

うところが昔ありました。今はそういう時代じゃないですから、反省すべきところ

は堂々と反省をして、将来につなげる、そこが大事だと思いますので、そういった

ところを主要な施策の成果には、ぜひ各課いろんな事業をしていると思いますので、

成果のほうはきちんと載せていただきたいと思います。 
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 また、この法令では、この決算書も公表するとなっていますので、ぜひしっかり

とお願いします。 

 以上です。 

○議長（武田 正光議員）   

 今、奥議員から４点についての要望、そして教育委員会、社会教育課、それぞれ

要望がございましたので、できるだけ早急に、取り入れることができるような部門

から検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ほかに質疑ご

ざいませんか。 

○７番（久田 高志議員）   

 先ほど、吉村議員からもございました、ＡＹＴの不納欠損の件でちょっとお尋ね

したいと思います。私過去に、一般質問の中で質問をして、提案するべきだと、非

常なお叱り、苦情の電話を受けた経緯がございます。我々が議場で一般質問しない

と、そういうこともできなかったんです、犠牲になってやって、それをまさかと思

うけど、今、そのまましていないですよね。 

 それと、この不納欠損した分、もちろん提案された方々が、徴収できずにお亡く

なりになったりという認識でよろしいでしょうか。まさか今、不納欠損された方々

が、ＡＹＴをつないで見ていることはないですよね。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 先ほどありました、死亡等そういったことが主であったと思っておりますが、再

度確認した上で、回答させていただきたいと思います。また、この業務が総務課に

移管になったわけですが、そういった停波措置、そういったものも含めて、しっか

りと、今後対応させていただきたいと思っております。 

○７番（久田 高志議員）   

 その辺はしっかり確認しながら、これは前回の質問の中でも申し上げた経緯もあ

ります。その代わり、しっかりとその家庭状況を把握して、やはりその家庭に、例

えば事故、けが、病気、いろんな不幸事があったりとか、そういった場合はしっか

りと把握をして、要は減免なり免除の手続をしてあげるとか、そういったところを

もちながら、やはり厳しくするところは厳しくしていかないと。我々議会もそうな

んですけど、委員会の中で、結局徴収不足、努力が足りないって、議場で誰も言わ

ないんです。私はそれを言った経緯がありますから、ぜひお願いします。 

○議長（武田 正光議員）   

 ほかに質疑ございませんか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 今、ぼつぼつやりたいと思いますが、監査意見書に公用車の件が、毎回載ってい
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ますが、運行日誌をしっかりするようにということで載っています。何年か前に、

きっちり１回見させてもらったんですが、気になったもので、朝急に運行日誌を見

せてもらいました。この運行日誌は、決済するところがなくていいんですか。まず、

そこ聞いておきます。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 今の現状では、各課において管理をしておりますが、ご指摘のように、町の備品

でありますので、最終的な確認等、また不備があれば指導等は必要かと、ただいま

考えているところであります。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 以前見たのには、決済欄があったような気がするんですが、今見た、私が持って

いる運行用紙には、決済をする欄がまずないんです。使ったとこ印鑑を押すように

なっています。そういう具合になっているんですか、決まり自体が。 

 決済をしないと、前もあったんですけど、私ども建設経済常任委員会のときに詳

しく調べました。今見させてもらったら、亀津まで大体５０kmで行っているような

気がします、４０何kmぐらいで。この運行日誌の中には、５０km超えているのが

２０件とは言いませんね、簡単にもう数えただけでも１１４、７２km、１３４km、

９７km、８２km、１１１km、１１０km、１１４km、９２km、１０４km、８０km、こ

れ７０km超えている分だけですよ、明らかに亀津往復だけじゃない分、これだけあ

ります。 

 次、町内でいきますよ、町内。町内でも７１km、６６km、７１km、１１４km、

９７km、７７km、７７km、５８km、８９km、５３km、６６km、空港、９１km、危う

く空港管理とか言いそうになりましたがね、言ってしまいました、空港管理で

９１kmも走っている、これは２２４kmちゅうのがあって、あれって思ったんですが、

これは町内トライアスロンですね、これはやむを得ないと思います。 

 このようにして、誰が考えても、ちょっと常識では考えられないような距離を走

っているのが何回かある。ですから、これは明らかに、距離がどうと思われる分だ

けですよ、私が今言ったのは５０km、６０km以上ですよ。町内は、３０km、４０km

はもっとある。亀津往復も７０km以上、明らかに２０kmぐらいオーバーして走って

いるなと思われる分だけです。 

 ここでの管理は、誰がすべき問題ですか。これ事情があって走っている場合もあ

りますよ。私はそうでない場合が結構あるような気がする。これ、公用車持ってい

る、一番高級な公用車持っている建設課長、農地整備課に聞いてみましょうか。誰

が問題化にすべきもんですか、こういうのは。 

○建設課長（昇 浩二君）   
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 お答えします。 

 運行に際しましては、出発時間、帰庁時間等、その運行した職員が記載するよう

になっております。それを毎回、毎回、確認しておるわけではないんですが、多少

は運行した方の記載漏れもないのかなという思いがございます。そこら辺を今後、

注意していきたいというふうに考えております。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えします。 

 公用車の走行距離なんですが、その中には記載漏れ、建設課のほうもお伝えして

いますけど、記載漏れがあっての距離になっているのかなと思っているところです。

管理のほうについては、運転する本人がちゃんと記載をするなりして、定期的に課

長のほうでチェック入れる必要があるのかなとは思っております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これ、監査で指摘しているんですよ、この監査意見書で。運行日誌をきっちりつ

けなさいと、見受けられるんだ、普段から。たまたま私はこれを見たもんで、そう

いえば何年か前にもあったなと、１００kmとか、１日で１００kmとか走っているの

が。これ記載漏れと言いますが、後でちゃんと日にちも残っています、ほぼ毎日走

っている。これ、７、８、９、１０、７からですから９か月間で１万km走っている、

９か月間で。１日１００km、平均して、１日、１か月どれぐらいですか、幸いにし

てゼロから始まっていますので、距離が。ゼロから始まっていて９千９００kmまで

行っている、約１万kmですね。７月から３月まで、９か月間で、１か月千kmだ、大

体。 

 やっぱり誰が見ても、それともう１つ、これ燃料の給油が全く書いていないんで

すけど、これはたまたま、今までもずっと書いていなかったのか、課の中で書かな

くてもいいよという取り決めがあるのか、そこら辺もついでに聞いておきます。燃

料が全然入っていない。たった１回入っている５０リッター、９か月の間に。これ

なんかも、給油というのが書く欄がありますから、こういうのをきっちり管理する

ために、給油というのがあると思います。なぜなのか、これ給油というのが記録し

ていないのか。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 確かに給油欄がございます。給油した際には記入するというのが基本だというふ

うに考えております。今まで、そこら辺で給油の記載がなかったのは、私もたまに

見ながら、自分で運転しながら、ないなというのは感じております。議員のおっし

ゃるとおり、給油した場合は、記載するように、これから指導していきたいという

ふうに考えております。 
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○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えします。 

 建設課長同様でして、私のほうも様式どおりに給油がれば、そこにリッターを入

れるようになっておりますので、それがされているものと思っておりました。今後、

注意をしながら職員のほうには伝えて、記入させるようにしたいと思っています。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 先ほどご質問のあった件について、説明させていただきます。 

 赤本の中で天城町公用自動車使用規定というのがございます。その中に使用許可

申し込み、第５条に定められております。公用車、自動車を使用するときには、公

用車使用カード、様式が定められておりますが、これにより使用する主幹課長また

は委任された課長の承認を得て、総務課長の決済を受けなければならないというこ

とで、使用前に使用カードを提出する定めがなされております。 

 また、運転職員については、公用車使用許可後に押印の上、運転記録等をするも

のとされておりますが、この管理及び運行計画は、第２条に自動車、公用車です、

総務課及び委任された課において、管理するということで、管理者は各課長になろ

うかと思いますが、そういったことで天城町の公用自動車使用規定というのがござ

います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 例を出したら悪いんですけど、北朝鮮でもありませんので、そこまで厳密にやる

必要はないと思う。だけど課の中で、来年の予算編成とかいろいろ燃料が幾ら使う

もんだとか、そういうのをするときにも入り用と思います。 

 それと、何よりも、やはりお互い生身の人間ですので、何かと怠けたくなる、そ

のためにああいったルールがあるわけです。余分なことをしない、亀津行ったつい

でに伊仙に回るとか、帰りながら私であれば、山、回って家に寄ってゆっくりして

から５時に家に帰るとかな、こういうことをやりがちになるんだ、人間は。だから、

そういうのをさせないために、課長が決済しなさいよとなっている。やはりそのこ

の公用車の運行日誌に決済欄がないというの、そもそも間違いです、これ、印刷し

た時点から。だから、そこら辺をもう一度、町長にしたって、徴収の件でも、職員

は頑張っている、公で町長がほめるから悪いのよ。鹿児島県でビリから２番でしょ、

徴収実績は。島でもそうだ。お隣は最下位で、それは、質を疑われますよ、いつま

でもビリから２番じゃ。ビリから２番だから、分母が大きいからということで、不

納欠損で分母を小さくしたわけでしょ、私はそれまでに言っています。分母は小さ

くしても変わらんよと、体質の問題だったからだ。さっき言ったように、住民の問

題もありますよ、聞いている方に住民の問題もある、できれば払わないで済まそう
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という住民も悪い。だけどそれを、足しげく通っていて、今臨戸徴収なんかやらな

くなりましたが、誰が考えたんですか、あの全庁体制の集金の何ちゃらは、責任の

分散じゃないの、極端に言えば。事なかれ主義の起こりはあそこですよ、全庁体制

ちゅうの、本来その課の職員でやるべきですよ。 

 吉村議員がさっき言ったように、３年したら褒美をつけて、そこから出す、そう

いった人事システムずっと以前に、総務課長の時代に提案している。徴収に余り長

く置くなと、長くて３年、できれば２年で変えなさいと、嫌だから、誰も集金に回

るのは。そこら辺のシステムを変えない限りは、なかなかうまく回りませんよ。ま

たさっきも全庁体制ち言っていますけど、全庁体制、責任の分担ですわね。何も知

らないとこ分担金の徴収に行って、どんなに賦課しているの、どこで事業している

の、説明できませんがね。説明できないと集金はできないんです。だましたり、す

かしたり、極端に言えば脅したり、集金というものはそういったもんなんです。 

 ですから、ここら辺のチェック体制が非常に甘い、もう五、六年前と全く変わっ

ていない、悪くなっている、決済欄がなくなって。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 税収使用料分担金については、そういういろんな批判もあるということは重々承

知をしております。そこら辺を受けて、しっかり頑張っていくということだけは、

お伝えしておきたいと思っております。 

 もう１点今、さっき町民との信頼関係を構築できつつあるんではないかなと言う

ところが、今のような、松山議員から、公用車で亀津へ行くのに伊仙にいたとか、

例えば手々、金見にいたという話になると、本当に町民との信頼関係というのは、

そこで壊れるというふうに思っています。 

 あと、私も日常的に公用車に乗って走るわけですけど、何か終わった後は、運転

日誌というのは車の中に置いてあるようなイメージばっかりあるんですよね。やは

りこれもちょっと徳之島事務所、県あたりはどのような形で公用車の日誌を管理し

ているかとか、やっぱりそういったことをしっかりと確認し、また例えば運転日誌

は、運転した方が自分の所管課のどこかに何ていうんですか、壁に下げて持ち帰っ

て、そこできっちり管理するとか、何かやっぱりそういうことを、また我々はひと

つ指摘を受けたら、それに対しては、何らかの改良をしていかないといけないと思

いますので、ちょっとそこら辺工夫できないかどうか、考えてみたいと思います。

ありがとうございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ちょっと言い過ぎましたか、お許し願いたいと思います。 
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 ひとつぜひ、芯が一本通るように頑張ってしたいと思います。 

 審査意見書の件でもう１つですけど、審査意見書、総務課長と監査事務局はどな

た、米田書記ですか、審査意見書の３４ページに、財産管理でしたか、自分の遅く

までといいますか、朝早くまでといいますか、頑張り過ぎて、自分の審査意見書持

ってくるの忘れていまして、ページ３４と書いています。 

 そこに公有財産についてという表がございます。いいですか、総務課長。そこに

３０年度末現在高というのがございます。土地です。これ多分私、自分のに書き込

んだもんで、うろで聞きます。ここに土地の面積が書いてあります、１４３万６千

４３７ｍ２ですか、下の建物ですね。６万８千２３５ｍ２、これが去年の監査意見

書と違っているんですが、数字が、これは監査事務局のほうでは把握しているんじ

ゃないかと思いますが、どういったことで数字が違っているのか、説明お願いしま

す。 

○監査書記（米田 俊朗君）   

 お答えをいたします。 

 昨年度３０年度末現在高のほうが昨年の決算書と違っているんじゃないかという

ことなんですが、これは、総務課のほうから説明を受けまして、総務課のほうが詳

しいんですけれども、例えば１３８ページの兼久Ｂ２戸というとことですが、その

備考のほうに完成地籍図により土地面積修正とか、そういったところで修正、昨年

度の実績が修正が出ているようです。よろしいでしょうか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 しばらく確認をさせていただきたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 今、監査のほうでは総務課のほうから言ってきたという言い方じゃなかったです

か、違う。そちらのほうで見つけて修正したんですか。 

○監査書記（米田 俊朗君）   

 お答えします。 

 総務課の財産係の担当のほうと直接やり取りをした中で、修正があったというこ

とを聞いております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 修正されてはいます。修正されて、現在終わっている、それは去年の数字を変え

ている。去年の数字を変えて、今年は合わせてはいるんですけど、その原因を聞い

てみたいんです、私は、なぜそんなことになったのか。 

 総務課長、決算書の１３５ページ見てもらいましたね、そこに消防施設というの

があります、一番上のほうです。土地の表の上から２番目に消防施設、いいですか、
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６３５ｍ２、前年度末現在高というところ、１３５ページでしょ、決算書の。そこ

に６３５．７０というのがあります。消防施設ね。これが去年は入っていない。今

年急に出ている。それを監査、この中では修正という言葉で使っていますよね。こ

れはそういう類いの話ではないんじゃないかと思います。その他の公共施設で１、

２と書いてあるけどな、２千２２１というのが、２００ｍ２とどこかにまたあって、

そこ２０４ｍ２というのが、その土地と建物でまた出てきます、追加で出ています。

追加されています。これは、農政課のあそこ上のほうの研修センターです、上のほ

うの。何研修センターですか、加工センターです、あそこが入っていないんだ。 

 後で何ページ、１４０ページを見てもらいたいと思います。１４０ページの一番

下のほう。これ獣肉処理施設の下に天城農産物農産加工研修センターというので、

千ｍ２、建物が２０４ｍ２、これが去年入っていなくなくて、今年急に入れている

わけですよね。これで帳尻合わせたら言い方悪いんですけど、だから、どの時点で

こうしたのかと、消防施設なんかは、名前、呼び方まで変えてやったんじゃないで

すか。消防車庫となっていますね、もともとは。今回消防施設と名義を変えてもい

いでしょうけど、名義も変えている。 

 あと、ノートを見たら思い出した、あと１つ、加工センターが千ｍ２、あと千

２２０、平土野駐在所の土地は町有地ですよね、これが載っていない、平土野駐在

所の土地が載っていなくて今年載せている。ですから、どの時点でそうなったのか

というのは、今後のために調べといたほうがいいと思って取り上げています。 

 その隣に住宅ありますね。樟南高校が使っている。あそことあれは一緒ですか。

あそこの住宅も、ひょっとしたら載っていないような気がしないわけでもないんで

すけど。探して載せたつもりで、また載せていないような気がする。 

 結局、これは間違っていないよ、要は、２年度の最初の数字は合っている、前年

度末を変えてある。前年度末を変えて、そこに追加をしてそこに追加をして合わせ

てある。余りやり方としては関心しない。分かっていなかったら、もうしょうがな

かったんですけど、分かっていれば、こういう場合は、こうこうして間違っていま

したから修正しましたと、こういったこういった事情でこうしましたと、まことに

申しわけありませんと。それで結構なんですけど。 

 やはりここら辺を、もうちょっと厳しく書類も見て、おかげざまでほかのところ

全く見ていません。あれと思って探し出したら、ずっと、探して探して探したら駐

在所と消防の拠点施設とあそこの加工センターに行きつきました。それで２千

２２０ｍ２です。２千８００かな。その３つを探して帳尻合ったところで、朝の

５時頃になっていました。 

 ということで、こういうの今後、こういった間違いがないように、間違ったら間
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違ったで、今回は分からなかったらしょうがないんですか。ひとつそういったのが

ないようにお願いします。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 ただいま指摘のあった件、私把握しておりませんで、大変失礼をいたしました。

またこういった公式な資料でありますので、再度提出前に確認をしっかりと行って

いくよう努めます。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。１１時１５分に再開します。 

休憩 午前１１時０４分 

─────────── 

再開 午前１１時１５分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど、松山議員の質問の中での行政財産管理に関することについて、総務課長

から補足説明がございます。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 先ほどの件について説明をさせていただきます。財産に関する調書でありますが、

３０年度末現在高のところが、誤りがございました。内容につきましては、先ほど

ご指摘のありました消防団、消防施設のところでありますが、１３５ページの

６３５．７０、これについては、分遣所のある敷地でございます。隣の１１４ｍ２、

これにつきましては、消防団の拠点施設、隣にある施設であります。そして、平土

野駐在所、これについても漏れていたということであります。先ほどご指摘のあり

ました平土野駐在所隣の、現在樟南二高のほうにお貸ししておる土地でありますが、

１４４ページ、その他の普通財産雑種地の中に、上から２番目、天城というのがあ

ります。備考をご覧いただきたいと思いますが、九州農水局分庁舎樟南寮というこ

とで、これがその住宅に当たるところであります。もう１件が農政課管轄の農産加

工研修センター等が３０年度末では既に存在していたものが漏れていたということ

で、大変失礼いたしましたが、３０年度末のところを修正したということでござい

ました。申し訳ございません。 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑を続行します。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 農政課です。ページが５４ページ。 

 いいですか、認定農業者支援事業費の減になっていますが、これどういう理由か
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ということと、次に、５９ページ、農業創出緊急支援事業、これは３００万近く落

ちています。この原因と、あとその下の一番下の育苗施設、ここが６００万余り、

半分以上落ちていますが、ここの説明をお願いいたします。それぐらいいきましょ

う。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 まず、５４ページ、認定農業者支援事業費でございます。内容につきましては、

認定農業者を支援するということで、経営支援ソフトであったり、いろいろ農業を

推進する上で必要なソフト等の補助を行っておりますが、ここについて、なかなか

申請等が余りなかったということでございます。経営支援ソフト、あと肉用牛管理

ソフト、そういったものを、補助を行っている科目でございます。そこでの申請件

数が予定数まで満たなかったということでございます。 

 続きまして、５９ページ、目の２５農業創出緊急支援事業でございます。 

 ここにつきましては、備品購入費を予定しておりましたが、備品購入費３００万

が、済みません、ちょっとその備品について、後ほど確認をさせてください。その

備品購入費の分の減額となっております。 

 その下の２７育苗施設管理費の分での減でございます。ここにつきましては、平

成３０年度の台風被害によるハウスの補修を行うために、ハウス修繕の予算を計上

しておりましたが、原材料費のほうで６５５万ほど計上しておりましたが、ここに

つきましては、国の農業創出緊急支援事業の予算がついた関係で、昨年予算計上行

い、今年度に繰越しをして、国の事業でハウスの建替えをすることとしております。

その分による減額でございます。 

 済みません、２５農業創出緊急支援事業の備品購入費、備品名については、確認

して連絡いたします。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 先ほど、農政課長が説明した備品についてはドローンでございます。当初、国の

補助事業を使いまして、ドローンを購入して、薬剤散布につなげたいということで

要求しておりましたが、途中から、そのドローンについては購入しなくて地元の業

者、その当時２社ありましたが、２社に農薬散布を依頼していくという方向に転換

したことが理由でございます。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 先ほど来、松山議員から大分お叱りを受けておりますが、これ総務課長に要請し

ておきたいんですが、各課においてのこの運行日誌の様式はまちまちなんですよね。

それと昨日の補正でも出ておりますが、やったことは致し方ないと思うんですが、
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し尿処理車の修理代と、民間業者から車を借りないと、これがもう動けないわけで

すので、本当にこういう特殊車両ですね、例えば今４ｔ車持っている課もあります

よね、建設課行きますと４ｔ車もあるし、ミニユンボもありますし、大型のパワー

ショベルもあります。こういったのの、例えば担当には、こないだ決算監査のとき

に呼んで注意をしているんですが、運転する前に、例えば運転オイルのチェック、

ラジエーターの水位のチェック、そうういう燃料もろもろ１週間１回乗る前に確実

にチェックするようなマニュアル作らないと、これからもこういった問題は起こり

得ると思うです。やっぱりそこら辺を統一して、来年４月からでも結構なんですが、

やっぱり乗る人、そのときに確実にエンジンオイルとラジエーターのチェック、特

にこのし尿処理車は、やっぱり圃場に持っていっての作業になりますので、ラジ

エーターにどうしても方言で悪いです、ティウル（ベニバナボロギク）の葉とかサ

シ草（タチアワユキセンダングサ）の葉、吸い込んでいるんです。そうしますと、

それをそのまま乗っていきますと、もうそれが即エンジンに負担がかかっていくわ

けなんです。ですので、今、起こったのしょうがないんですが、やっぱりそこら辺、

町長も含めて課長の皆さん、全課でこの運行日誌、しっかり再度改めてもらわない

と、またこういった問題が起こってくるんじゃないかと思うんです。 

 買った公用車ですので、やっぱり皆さん四、五百万の公用車が、例えば３年、

３年でおかしくなったら、補償もあるかもわかりませんが、やっぱりこれからのた

めにも、公用車の在り方、運行日誌、そして運転マニュアルまでちゃんと義務付け

て、先ほど指摘されていること、やっぱり私たちも決算書にくどくど書きたくない

んですが、なかなか治らないもんですから、そういったことを改めてほしい。 

 それと、先ほど来出ている行政財産の在り方もですが、備考欄にぴしっと書き込

んでおかないと、例えばみきょうのくしにしても、土地は三京のもんですよね、建

物が町が造ってあげた、そういうところも結構あるんです。 

 そして、例えば公民館に行きますと、平土野の児童館もそうですが、平土野自治

会、前野もそうです、そういったのも備考欄に確実に書き込んでいかないと、打ち

込んでいかないと、また担当が変わると、またおかしな方向に行くんじゃないかな

と心配もしております。 

 ですので、この参考資料を作るときの課長もみずからこれ見ないと、つけ漏れが、

もうしょっちゅうなんです。建設課であっても４か所か５か所ありましたよね。や

っぱり担当と課長が一緒に目を、皆さんページにしたらしれとるんです。 

 ですから、先ほども奥議員からありました社会教育課なんか、ひどいときは３年

ぐらい同じようなことが書いてありました。ですから、やっぱり言われたことは素

直に直していくようにしないと、それがずるずるいくと、いろんな問題がまた起こ
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るんです。いかがですか、その公用車の件と運行日誌の改める必要がないかという

こと、総務課長。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 先ほどから、公用車の適正な管理について問われております。例規集の中でも定

めがありますので、運行管理日誌については、定められた様式に改めていきたいと

思っております。 

 そしてまた、各課管理する監督者のほうで、その職員の運行日誌のほうも点検す

るようになっておりますので、課全て統一した形で、管理を徹底したいと思います。 

 また、財産管理に関する調書、これについても、再度同じような指摘がないよう

に、また今後、私もしっかり目を通して修正をしながら努めていきたいと考えてお

ります。 

○９番（上岡 義茂議員）   

 １点だけ、一般会計の１３ページ、土木費使用料の住宅使用料現年度分と滞納繰

越分、まずは現年度分の２５９万６千の件数と滞納繰越分の件数をお伺いします。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 お答えします。 

 大変申しわけありません。件数等は今、手持ちにないんですが、現年度の使用料

に対しましては、徴収が９５．６４％ということで、滞納繰越分に関しましては７．

４２％と、件数については、調査して報告します。 

○９番（上岡 義茂議員）   

 そこんところ、委員会でしっかり報告をしてください。私もびっくりしたのは、

ある件で課長にお会いしたときに、１０年とかいう滞納という話を聞いたときに、

びっくりしました。今の徴収体制で、多分保証人２人はついていると思うんです。

住宅、入居時の契約です。３か月、今現在高いとこで平均で３万４、５千ぐらいに

はなっていると思います、新しいところで。３か月滞納した場合には１０万は越す

と思うんです。１０万、２０万だったら、ある程度は保証人対応で解決はできると

思うんですけど、やっぱり４、５０万以上になると、なかなか厳しいと思うんです。

そこのところを解消するには、やっぱり早め、３か月、半年でやっぱり解消しない

ことには、使用料と一緒、これは先ほどから出ていますＡＹＴは不納欠損もありま

す。住宅に関しては、使用料に関しては不納欠損もないみたいですので、ずるずる

と永遠とこれを引っ張っていってしまえば、一般質問でも住宅建設等々、各議員か

ら出ていますが、そこにも影響を及ぼすと思うんです。こういう人たちは、ほかの

住民税、町県民税にも影響していると思うんです、こういう人たちは。やっぱりそ

このところ、早急には、これを解決をしないことには、大変厳しいと思うんですが、
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課長の見解を、徴収を今どういう体制をとっているのか、過年度分の、そこんとこ

の説明をお願いします。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 お答えします。 

 徴収の体制については、個別訪問等担当もやりますが、全課体制で２月あるいは

４月を全課体制で回っております。これに関しまして、滞納繰越については、年々

若干ではありますが減っているところであります。累積高が減ってきているところ

であります。 

 そうは言いましても、現年度分の徴収に対しまして、未済額が２６０万ぐらいと

いうことと、過年度分の徴収額が３９０万前後ということで、この差額分ぐらいは

滞納にいかずに済んでいるかなという思いはありますけども、まだまだ徴収体制の

ほう厳しくやるものと、あとは、何らかの法的なこともやってみたいというふうに

思っております。 

 新しい住宅については、３か月の敷金を取っております。滞納がある場合は、こ

の範囲内でぜひ納めて退去していただくような措置も取りたいというふうに思った

りもしております。課内に持ち帰って、いろいろまた方法等考えながら、徴収に向

かっていきたいというふうに考えております。 

○９番（上岡 義茂議員）   

 今現在まで、退去命令を出して退去させたようなことはないですか。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 私が記憶する限りは退去したというのはないと思います。 

○９番（上岡 義茂議員）   

 ぜひ、徴収率に対しては９５．６５％、現年度分に関してはいいんですけど、多

分この２００万、件数にしてはそこまでの件数はないと思うんですけど、世帯数に

よっては、多分この中で、現年度分で３か月以上というのが、何件かというのが分

かっていますか。１年滞納というのはないと思うんですが、現年度分ですよ、そこ

んところ分かっておればお願いします。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 現年度分に住宅等にもよりますけども、現年度に対しても３か月以上の滞納があ

る箇所もございます。ですが、今何件かというのは、ちょっと資料を持っておりま

せん、すみません。 

○９番（上岡 義茂議員）   

 先ほども言いましたが、やっぱり住宅建設、問題等々ありますので、こういうこ

とが足かせにならないように、しっかりとした徴収を要望しておきます。 
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○議長（武田 正光議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしでいいですか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています、議案第８６号、令和元年度天城町一般会計歳入歳

出決算の認定について、議案第８７号、令和元年度天城町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第８８号、令和元年度天城町介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第８９号、令和元年度天城町後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第９０号、令和元年度天城町

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、先ほどお手元にお配りしてお

ります議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「なし。」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、議案第８６号から議案第９０号は、それぞれの所

管の常任委員会に付託することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 これからは委員会とし、次の会議は９月２４日木曜日午前１０時より開会いたし

ます。 

 本日はこれで散会します。 

散会 午前１１時３７分 
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